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◎新潟県教育委員会告示第６号 

新潟県市町村立学校臨時職員取扱規程（昭和50年12月新潟県教育委員会告示第９号）の一部を次のように改正

し、平成27年４月１日から実施する。 

平成27年３月31日 

新潟県教育委員会 

委員長  外 山  迪 子 

次の表の改正前の欄中号の細目の表示に下線が引かれた細目（以下「移動細目」という｡）に対応する同表の改

正後の欄中号の細目の表示に下線が引かれた細目（以下「移動後細目」という。）が存在する場合には当該移動細

目を移動後細目とし、移動細目に対応する移動後細目が存在しない場合には当該移動細目を削り、移動後細目に

対応する移動細目が存在しない場合には、当該移動後細目を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（給料及び諸手当） 

第８条 臨時職員のうち、講師、助教諭及び養護助

教諭(以下「教員相当臨時職員」という｡)の給料

及び諸手当は、次の各号のとおりとする。 

(1)  (略) 

(2) 諸手当は、予算の範囲内において正規教職員

の例により、次に掲げるものを支給することが

できる。 

ア (略) 

イ 地域手当 

ウ (略) 

エ (略)  

オ (略)  

カ (略)  

キ (略)  

ク (略)  

ケ 宿日直手当 

コ (略)  

サ (略)  

シ (略)  

ス (略)  

セ (略)  

 

ソ (略)  

 

第９条 教員相当臨時職員以外の臨時職員の給料及

び諸手当は、次の各号のとおりとする。 

(1)  (略) 

(2) 諸手当は、予算の範囲内において正規教職員

の例により、次に掲げるものを支給することが

できる。 

  ア 地域手当 

イ (略) 

ウ (略) 

エ (略) 

オ (略) 

カ (略) 

(3) (略) 

（給料及び諸手当） 

第８条 臨時職員のうち、講師、助教諭及び養護助

教諭(以下「教員相当臨時職員」という｡)の給料

及び諸手当は、次の各号のとおりとする。 

(1)  (略) 

(2) 諸手当は、予算の範囲内において正規教職員

の例により、次に掲げるものを支給することが

できる。 

ア (略)  

 

イ (略)  

ウ (略)  

エ (略)  

オ (略) 

カ (略) 

キ (略) 

 

ク (略) 

ケ (略) 

コ (略) 

サ (略) 

シ (略) 

ス 宿日直手当 

セ (略) 

 

第９条 教員相当臨時職員以外の臨時職員の給料及

び諸手当は、次の各号のとおりとする。 

(1)  (略) 

(2) 諸手当は、予算の範囲内において正規教職員

の例により、次に掲げるものを支給することが

できる。 

 

ア (略)  

イ (略)  

ウ (略)  

エ (略)  

オ (略)  

(3) (略) 

 


